
春は入学、入園の時期。
子供たちも行動範囲がグンと広がり、家族の目の届かないところへの
行動も多くなっていきます。子供を事故から守る行動をとりましょう！

〇子供を交通事故から守る日
毎月１０日は「子供を交通事故から守る日」です。

子供たちが交通事故に遭わないために、子供の

姿を見たら減速するなど思いやり運転をするととも

に、見守り活動を活性化させましょう。

〇子供への交通安全教育
・幼児に対しては、心身の発達段階に応じ、道路の

安全な通行方法などの基本的なルールを身につけさせましょう。

・児童に対しては、愛情をもってわかりやすく

「飛び出さない」 「道路を横断するときは手をあげる」等

具体的に繰り返し指導していくことで、自ら判断して安全に道路を通行でき

るようにしていきましょう！
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あげた手は いのちをしらせる 警報機
～新入学児童・園児を交通事故から守ろう～

特殊詐欺に注意！！

〇西尾市内において、高齢者を狙った特殊

詐欺被害が発生しました。

被害に遭わないよう、留守番電話設定を

する等、対策を強化してください！


